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一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
こ
の
偏
在
が
あ
り
な
が
ら
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
獣
医
学
部
の
新
設
に

つ
い
て
は
、
多
く
の
慎
重
な
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
も
踏
ま
え
、
産
業
動
物
獣
医
師
の
確
保
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
地
域
に
限

る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
旨
の
平
成
二
十
八
年
十
月
下
旬
の
山
本
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

（
地
方
創
生
）
（
当
時
）
の
指
示
に
基
づ
き
、
同
年
十
一
月
初
旬
に
か
け
て
内
閣
府
地
方
創
生
推
進
事
務
局
に
お
い
て
、
国

家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
の
意
見
も
踏
ま
え
つ
つ
、
広
域
的
に
獣
医
師
系

養
成
大
学
等
の
存
在
し
な
い
地
域
に
限
り
獣
医
学
部
の
新
設
を
可
能
と
す
る
た
め
の
制
度
改
正
を
行
う
と
す
る
旨
の
案
を
作

成
し
、
同
月
初
旬
に
委
員
を
含
め
関
係
府
省
間
で
の
調
整
等
を
行
っ
た
上
で
同
月
九
日
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
諮
問
会
議
に

提
出
し
、
同
会
議
に
お
い
て
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
透
明
性
確
保
の
観
点
か
ら
、
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

一



プ
運
営
要
領
（
平
成
二
十
五
年
五
月
十
日
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
決
定
）
に
基
づ
き
、
審
議
の
内
容
等
を
座

長
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
原
則
は
公
開
と
し
つ
つ
、
他
方
で
提
案
者

が
非
公
開
を
望
み
、
そ
れ
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
や
、
そ
の
他
提
案
者
を
守
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
場
合
に
は
、
座
長
の
判
断
に
よ
り
、
非
公
開
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
旨
は
八
田
座
長
自
ら
公
の
場
で
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

国
家
戦
略
特
別
区
域
に
係
る
議
論
の
在
り
方
や
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
等
で
の
議
事
公
開
の
在
り
方
に
つ

い
て
は
、
御
指
摘
の
平
成
二
十
九
年
九
月
五
日
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
諮
問
会
議
の
有
識
者
議
員
か
ら
の
提
言
を
踏
ま
え
、

現
在
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


